
　　　　　　　主　　　文
一　本件控訴を棄却する。
二　控訴費用は控訴人の負担とする。
　　　　　　　事実及び理由
第一　当事者の求めた裁判
一　控訴人
１　原判決を取り消す。
２　被控訴人が平成三年一二月一二日付でした「Ａの死について説明をした後生徒
に書かせた作文のうちＡにかかわるもの」の非開示決定処分を取り消す。
３　訴訟費用は、一、二審を通じて、被控訴人の負担とする。
二　被控訴人
主文同旨
第二　本件事案の概要
一　総説
　本件は、平成三年九月一日に中学二年生の二女を自殺によって失った控訴人が、
その死の理由等を知りたいとして、町田市個人情報保護条例に基づいて、同条例上
の個人情報の保管、利用等の実施機関である被控訴人に対して、同女の通学してい
た中学校が同女の死について生徒に書かせた作文の開示を求めたところ、被控訴人
からこれを開示しない旨の決定を受けたため、その決定の取消しを求めている事件
である。
　本件に関し当事者双方の求める裁判、本件事案の概要、争点に関する当事者双方
の主張等は、次項のとおり当事者双方の主張を補足するほかは、原判決の「事実及
び理由」欄の「第一　当事者の求める裁判」及び「第二　事案の概要」の各項の記
載のとおりであるから、これらの記載を引用する。
二　当事者双方の主張の補足
１　控訴人の主張
（一）　本件作文の個人情報該当性について
　本件作文は、亡Ａの自殺の原因等に関する事実調査文書という趣旨に加えて、亡
Ａに対する追悼文、亡Ａの自殺を契機とした各生徒の他人や自己の生死についての
思いの記述文などの趣旨の混在した文書である。いずれにしても、本件作文は、亡
Ａの自殺というその個人生活に関連して作成されたものであり、また、特定個人と
しての亡Ａが識別され得る形で表現され、あるいは亡Ａの自殺を機縁として作成さ
れたものであり、しかも、学校が日常的に生徒に書かせている作文とは異なり、学
校側の本件事件に関する事実調査のための情報収集に協力するという趣旨を含めて
作成されたものであって、その意味で公的な色彩をも有するものであるから、本件
条例にいう個人情報に該当するものというべきである。
（二）　本件作文の非開示情報への該当性について
　本件で問題となっているのは、中学校が日常的に生徒に書かせている作文を公開
することの一般的な是非という問題ではなく、α中学校の二学年に在籍していた控
訴人の子亡Ａが自殺した直後に
、亡Ａの自殺を踏まえて、α中学校が前記のような趣旨で同校の生徒に指示して書
かせた作文を、亡Ａの父親である控訴人にのみ公開することの是非という、極めて
限定された問題なのである。このような観点からすると、本件にあっては、生徒た
ちの有している情報を控訴人にも開示し、生徒、学校及び亡Ａの親である控訴人ら
が一致協力して本件事件の真相や原因を解明し、不幸な事態の再発を防止すること
が、何よりも必要とされるのであり、したがって、本件作文を控訴人に開示しない
ことを正当とする事由は、何ら存しないものというべきである。
　また、本件開示請求当時のα中学校及びその教師と生徒たちとの間の信頼関係
は、本件事件に関する学校側の誠意を欠く対応によって、既に損なわれるに至って
おり、本件作文を控訴人に開示することによって実施機関による公正な職務執行が
著しく阻害されるという具体的危険性は存在しなかったのである。本件において
は、むしろ、被控訴人側において、亡Ａについて学校で何が起こっていたのかを知
りたいとするその遺族（控訴人）の切実な思いに応えて、本件事件に関して被控訴
人側で保有している情報を隠さず開示するという誠意ある対応を行うことこそが、
学校及び教師と生徒たちとの間の真の信頼関係を回復することにつながるものとい
うべきであり、本件作文を控訴人に開示することこそが、学校の教育的機能の回復
につながり、被控訴人の公正な職務執行に沿うこととなるのである。
２　被控訴人の主張



（一）　原告適格について
　本件条例は、個人情報に関する本人の権利、利益を保護することを目的とするも
のであり、死者に関する情報は、そもそも本人がその開示請求権を行使する余地が
ないのであるから、本件条例による開示請求の対象となる個人情報に含まれないこ
とは明らかである。また、本件では、控訴人は、子である亡Ａの個人情報は親であ
る控訴人の個人情報でもあるとして、本件開示請求を行っているが、このような条
例の解釈は、子の人格の独立性を無視するものであり、失当である。
（二）　本件作文の非開示情報への該当性について
　本件条例における三号情報への該当性の有無の判断については、事柄の性質上、
実施機関の裁量（要件裁量）が認められるべきであり、裁判所が実施機関の判断の
適否を審査する場合も、裁判所が実施機関と同じ立場に立って判断をやり直すので
なく、実施機関のした判断を前提と
して、その判断が合理的なものといえるか否かを審理判断すべきである。
　ところで、生徒の学習活動として作成される作文にあっては、生徒に率直に自己
の思想、心情、感情等を作文中で表現させる必要があり、そのためには、生徒の作
文がみだりに公表されないという信頼関係を、学校・教師と生徒との間に形成、維
持していくことが必要不可欠である。本件作文は、まさに生徒がその内心にかかわ
る事項を含む自己の認識、評価、考えを記載した作文であり、したがって、被控訴
人がこれを控訴人に開示することになると、生徒にとっては、自己の作成した作文
が、一方的に、しかも教育活動とは直接の関係がない目的のために公表されてしま
うこととなるのであり、これによって、学校・教師と生徒との間の前記のような学
習活動としての作文にかかわる信頼関係が根底から破壊されることとなり、学校の
教育活動において重要な機能を果たすべき作文という学習活動の公正な執行が著し
く阻害されることとなるのである。
第三　当裁判所の判断
一　本件作文の個人情報該当性について
１　本件作文が本件条例にいう個人情報に該当するか否かの点に関する当裁判所の
判断は、次項のとおり付加、訂正を加えるほかは、原判決がその「事実及び理由」
欄の「第三　争点に関する判断」の「一　個人情報の意義について」の項で説示す
るところと同一であるから、この説示を引用する。
２　原判決一二丁裏一〇行目に「対象となる」とあるのを「対象となり得るような
性質の」に、同一三丁表四行目の「しかし、」から同九行目の「なるから、」まで
の部分を「しかし、学校生活の中で生徒の書いた作文であって、特定の対象生徒の
学校における学習、活動等に関する情報をその内容に含むものと考えられる本件作
文のような文書の記載内容については、そのうち特定の対象生徒の言動等の客観的
な報告や評価を内容とする部分は、場合によっては、実施機関が当該対象生徒の学
校教育等のために利用、管理する当該対象生徒の個人情報に該当する場合があり得
るものと考えられるが、これとは異なり、作文作成者自身の感想、意見等を内容と
する部分は、実施機関がこれを当該対象生徒の教育等のための個人情報として利
用、管理するということは考え難く、むしろ、作文作成者自身の学校教育等のため
に利用、管理されるという性質を持つにとどまるものと考えられるから、」に、同
裏六行目に「記載事実の主体
」とあるのを「記載の対象」に、同八行目の「いうべきものであり、」から同一一
行目までの部分を「いうべきものである場合が多いものと考えられる。」にそれぞ
れ改め、同一四丁表六行目に「検討したものであり、」とあるのに続けて「後記の
とおり、本件作文の一部に、亡Ａの自殺前の言動や自殺の原因となった事実に関す
る事実調査の趣旨に対応したものも存することが推認できることからして、」を加
える。
二　原告適格（亡Ａに関する個人情報の開示を請求する適格）について
　本件決定が請求人である控訴人に対してされたものであることについては争いが
ないから、その意味では、控訴人は本件決定の取消しを求める訴えについて原告適
格を有することとなる。
　ただ、本件条例によれば、実施機関の管理する個人情報について、当該個人がそ
の開示を求め得るものとされているのであるから（二〇条）、本件において、亡Ａ
の個人情報について、亡Ａの父である控訴人にその開示を求め得る適格がないので
あれば、結局、控訴人の本件訴えは、その利益を欠くものというべきこととなる。
　たしかに、本件条例上は、死者の個人情報についてその遺族等が開示を求めると
いった事態を予想した規定は置かれておらず、したがって、死者の個人情報につい



て、一般的にその遺族等がその開示を求め得るものとすることには、疑問があるも
のというべきである。しかし、本件のように、親権者であった者が死亡した未成年
の子どもの個人情報の開示を求めているという場合については、社会通念上、この
子どもに関する個人情報を請求者自身の個人情報と同視し得るものとする余地もあ
るものと考えられることに加えて、本件決定さらには不服申立てに対する決定にお
いても、控訴人あるいは市教委が、控訴人が亡Ａの個人情報の開示を請求する資格
を有することを前提とした処理を行ってきているという経緯があることなどにかん
がみ、一応、控訴人に亡Ａに関する個人情報の開示を請求する資格が認められると
の前提で、さらに検討をすすめることとする。
三　本件作文の性質とその非開示情報への該当性について
１　当裁判所も、本件作文中の記載に亡Ａの個人情報を内容とするものが存在する
とした場合においても、それは三号情報に該当すると判断するものであり、その理
由は、次項のとおり付加、訂正を加えるほかは、原判決がその「事実及び理由」欄
の「第三　争点に関する判断」の「三　本
件作文の性質」の項で説示するところと同一であるから、この説示を引用する。
２（一）　原判決一八丁表六行目に「生徒指導」とあるのを「いじめの問題に関す
る生徒指導」に改める。
（二）　原判決一九丁裏五行目に「秘密の暴露」とあるのを「事実の報告」に、同
六行目に「秘密の暴露」とあるのを「右のような事実の報告」にそれぞれ改め、同
八行目の「当該情報が」から同九行目の「あるとすれば、」までの部分を削除し、
同二〇丁表一一行目に「追悼文として」とあるのを「追悼文として、それが遺族に
対して開示されることを予定して」に改め、同裏一行目から同二一丁表三行目まで
の部分を削除し、同二一丁表七行目に「内密の事実の暴露」とあるのを「知られて
いない事実の報告」に改める。
（三）　原判決二一丁裏一行目の「はなく、」から七行目までの部分を「はないも
のと考えられる。もっとも、本件作文の一部が学年通信誌に掲載されたりクラスで
朗読されたりした事実があることは前記認定のとおりであるが、これは、学校教育
における生活指導の責任者としての各教師が、その教育的配慮に基づいて、教育者
としての責任においてそのような措置を採ったものと考えられるのであり、このよ
うな事実があることを理由に、本件作文を本来他に開示することを予定して作成さ
れたものとすることは、相当でないものというべきである。」に改め、同八行目か
ら九行目にかけて「開示することは、」とあるのに続けて「α中学校の多くの教師
の間でも、これに反対する旨の意見が強く出されていたことが認められること（Ｂ
証言、Ｃ証言、甲四一号証）からしても、」を加え、同二二丁表二行目の「しか
し、この」から同四行目の「ないのである。」までの部分を「しかし、このよう
に、本件作文を作成した個々の生徒の中に、自己の作成した作文を控訴人に開示す
ることに異議を唱えない者が存在するとしても、そのことが、本件作文のもつ前記
のような一般的な性質、性格を変化させることとなるものでないことは、いうまで
もないところである。」に改め、同四行目の「そして」から同裏四行目までの部分
及び同二三丁表一行目の「生活指導としての」から同三行目の「なるから、」まで
の部分をいずれも削除する。
四　本件第二作文の存否について
１　本件第二作文の存否に関する当裁判所の認定、判断も、次項のとおり当裁判所
の認定、判断を付加するほかは、原判決がその「事実及
び理由」欄の「第三　争点に関する判断」の「四　本件第二作文の存否について」
の項で説示するところと同一であるから、この説示を引用する。
２　原判決二五丁裏八行目に「可能であること」とあるのに続けて「（第一学年の
生徒の中には、本訴提起後に控訴人が第一学年の生徒に対して行ったアンケート調
査に対して、本件作文が返却されていないと回答した者があることが認められる
（甲一二〇号証の一ないし一八、一二三号証、一二四号証、Ｄ証言）が、このアン
ケート調査は本件作文が返却されたとされる時点からかなりの期間を経過した後の
平成六年及び平成九年になってから行われたものであり、しかも、右の平成六年の
アンケートに対する回答で本件訴訟の証拠として提出されたものは四通にとどまっ
ているが、この平成六年のアンケート調査に対して二、三十通あったとされる回答
（控訴人の供述）のうちの他の回答内容がどのようなものであったかは明らかにさ
れていないことなどに照らして、この事実のみからしては、未だ右の調査結果の信
用性を否定するには足りないものというべきである。）」を加える。
五　結論



　以上によれば、本件第二作文に係る部分の控訴人の訴えを却下し、本件第一作文
に係る部分の控訴人の請求を棄却した原判決は相当であるから、本件控訴を棄却す
ることとし、主文のとおり判決する。
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